
群馬県適正化通信 NO．１５４  

令和２年度群馬県トラック協会に寄せられた苦情について 

 

苦情については、一般ドライバーや同業者の方からの苦情が協会宛に数多く寄せら

れています。また、最近では G マークが貼付してあるトラックに対する苦情も多くな

っています。 

令和２年度における苦情は、「あおり」、「急な割込み」、「幅寄せ」、「スピード超過」、

「追越し」等、危険運転行為に関するものが全体の約８割を占めています。 

適正化実施機関から当該事業者に事実確認をすると、大半のドライバーの方は危険

運転の認識はなく、申告者からの内容と大きな隔たりがあります。 

しかし、何もなければ協会に苦情の電話をしてくることはないと思います。 

トラックは乗用車と比べると車体が大きく、一般ドライバーの方々にとっては追従

走行されると、圧迫感があり恐怖を感じることもあります。 

このようなことから車間距離を十分確保することが重要です。一般的な教育テキス

ト等にあるように、一般道路は「時速の数字－１５」、高速道路は「時速の数字と同じ」

車間距離の確保を心がけるようお願いします。 

 

◆悪質・危険なあおり運転 

車間距離を異常に詰めたり、相手を

執拗に追い回したり、パッシングをす

るなどにより、相手の運転を妨害する

「あおり運転」が、道路交通法改正に

より「妨害運転」と規定されました。

（令和２年６月３０日施行） 

ドライブレコーダーを装着する車が

増えている今日、「逃げてしまえばわか

りはしない」といった考え方は通用し

ません。 

プロドライバーにとって、あおり運転はあってはならないことです。そのことをしっ

かり認識して、相手に優しいマナーのよい運転を心掛けるようお願いいたします。 
 

１．苦情件数の推移 

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

件数 ５６ ４７ ４８ ２８ ２９ 
 

２．令和２年度苦情内訳 

危険運転等（２２件）、違法駐車等（１件）、不正改造（１件）その他（５件） 

 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 
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